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議 会 運 営 委 員 会 理 事 会 記 録 

日   時 平成３０年４月２６日（木）  午前９時５８分～午前１０時１０分 

場   所 第１委員会室 

出 席 理 事 
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理  事  脇 坂  たつや   理  事  はなし  俊 郎 
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理  事  山 田  耕 平   理  事  佐々木    浩 

理  事  安 斉  あきら 

欠 席 理 事  

理事以外の

出 席 議 員 

議  長  富 本    卓   副 議 長  北    明 範 

 

出席理事者  

事務局職員  

事 務 局 長  佐 野 宗 昭          植 田 敏 郎 

 

議 事 係 長  蓑 輪 悦 男  庶 務 係 長   杉 本   稔 

        久保井 悦 代          尾 上   健 

担 当 書 記   十 亀 倫 行 

 

 

調 査 
担 当 係 長  

事務局次長 

議 会 法 務  
担 当 係 長  
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（午前 ９時５８分 開会） 

脇坂理事 これより議会運営委員会理事会を開会する。 

 

 《議会運営委員会委員の変更について》 

脇坂理事 初めに、議会運営委員会委員の変更について、事務局から説明をお願いする。 

議会事務局次長 ４月23日付で、増田裕一議員から議会運営委員会委員の辞任願が議長宛

てに提出された。そして、同日付で議長が辞任を許可し、新たに金子けんたろう議員を

議会運営委員会委員に選任したので、報告する。 

脇坂理事 この件については、説明のとおりなので、よろしくお願いする。 

 

 《臨時会の招集請求について》 

脇坂理事 次に、臨時会の招集請求について、事務局から説明をお願いする。 

議会事務局次長 資料１をごらんいただきたい。議長から議運委員長宛てに、臨時会招集

請求についての諮問文の案である。 

 地方自治法第101条第２項に、「議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地

方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することが

できる。」と規定されており、この規定に基づき区長に招集請求を行うものである。 

 諮問文については、会議に付議すべき事件を資料１に記載の２点、常任委員会委員の

選任及び議会運営委員会委員の選任についてである。臨時会招集日を５月17日と請求す

る内容で文書を作成している。 

 この内容で問題がなければ、この諮問文で議長から議会運営委員会に諮問することと

考えているが、いかがか。 

脇坂理事 ただいまの説明について何かあるか。よろしいか。――それでは、この後の議

会運営委員会において、この議長からの諮問事項を協議することとする。 

 

 《議席の一部変更について》 

脇坂理事 次に、議席の一部変更について、事務局から説明をお願いする。 

議会事務局次長 資料２をごらんいただきたい。前回の理事会で、島田理事より議席の変

更について御提案いただき、資料のとおり議席の変更案を作成した。 

 前のほうの列に新会派立民の枠組みを設けるため、40番の太田議員を14番に、12番の

山本あけみ議員を13番に、２番の川野議員を６番に変更し、次に28番の大槻議員を40番

に変更するなど、公明党の会派内も議席を変更するものとなっている。また、川野議員
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の議席を変更することに伴い、一人会派の議席もそれぞれ変更、移動するものとなって

いる。 

 この案でよければ、議席の変更は臨時会招集日の最後に諮り、実際に変更するのは次

の本会議からとしてはいかがか。 

脇坂理事 ただいまの説明について、何かあるか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

脇坂理事 それでは、この後の議会運営委員会でも議題とする。 

 

 《特別委員会について》 

脇坂理事 次に、特別委員会についてである。 

 前回の理事会で、特別委員会の構成について各会派から意見をいただいた。私のほう

で意見集約をさせていただき、今後の特別委員会の構成について考え方をまとめた。 

 まず、今年度であるが、資料３のとおり、現状維持の４つの特別委員会の構成とした

いと思う。 

 次に、特別委員会の構成、あり方についてであるが、常任委員会との関係や設置目的

の明確化、調査機能の強化など、課題が多くあるということを伺っているので、今後、

理事会、議運等で協議、検討をしていきたいと思う。 

 以上、今年度の特別委員会の構成、そして特別委員会の検討について、何か意見等あ

るか。――それでは、そのようにする。 

 

 《各種審議会委員等候補者の推薦について》 

脇坂理事 次に、各種審議会委員等候補者の推薦について、事務局から説明をお願いする。 

議会事務局次長 資料４をごらんいただきたい。区長から、４月18日付で各種審議会委員

等候補者の推薦依頼があった。今年度は、15会議体、延べ59名の委員等を推薦すること

になる。 

 昨年度からの変更点は２点。 

 まず１点目は、表の下から６段目、杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会に

ついて、新たな名称になっている。これは、杉並区国民健康保険条例が改正されたこと

に伴う名称変更である。 

 ２点目は、その上、一般財団法人東京広域勤労者サービスセンターサービス向上懇談

会についてである。杉並区中小企業勤労者福祉事業、ジョイフル杉並に関して、平成30

年４月１日から、一般財団法人東京広域勤労者サービスセンターへ事業を移行し、豊島
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区、北区、荒川区と共同で事業運営をスタートしたところである。当懇談会は、センタ

ー事業の充実及び発展に寄与するため、サービス向上に関する意見を伺う場として設置

されており、４名の区議会議員の推薦を依頼されている。 

脇坂理事 ただいまの説明について、何かあるか。――この件については、今後、各委員

等を調整していくので、よろしくお願いする。 

 

 《平成３０年第２回定例会の日程について》 

脇坂理事 次に、平成30年第２回定例会の日程（案）について、事務局から説明をお願い

する。 

議会事務局次長 資料５をごらんいただきたい。 

 ５月29日から６月15日まで、会期は18日間。初日と最終日は午後１時開会、２日目か

ら中日は午前10時開会。１日１委員会の開催。以上の日程としてはいかがか。 

 なお、日程（案）については、本日の議運で承認された後、ホームページ等で周知す

る予定である。 

脇坂理事 ただいまの説明について、何かあるか。――それでは、第２回定例会の日程

（案）については、説明のとおりなので、よろしくお願いする。 

 

 《広報委員会について》 

脇坂理事 次に、広報委員会についてである。 

 こちらについては、例年、常任委員会委員改選時期に合わせて改選を行っているが、

ことしについても、広報委員の改選を行うということでよろしいか。――それでは、そ

のようにするので、各会派から１名を選出いただき、５月11日金曜日までに、事務局ま

でお知らせいただきたいと思う。非交渉会派については、事務局から説明をお願いする。 

 

 《特別区議会議長会の要望事項について》 

脇坂理事 続いて、特別区議会議長会の要望事項について、事務局から説明をお願いする。 

議会事務局次長 資料６をごらんいただきたい。４月18日の議長会総会において、平成30

年度特別区議会議長会の要望活動について決定されたものである。 

 要望事項において、その調査についての通知があった。締め切りは６月18日となって

いるが、２定の最中に各会派の意見を調整していただきたいと考えている。そのため、

要望がある場合は５月11日金曜日までに事務局に提出をお願いし、その後、５月18日金

曜日に予定している理事会で、各会派から提出いただいた要望について協議し、その後、
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何度か理事会を開催しながら、２定中に調整をお願いできればと考えている。 

 １枚おめくりいただきたい。要望活動の実施内容である。要望事項の区分と基準につ

いては、記載のとおり、国、東京都、全国市議会議長会、それぞれ複数提出する場合は、

優先順位をつけていただくことになる。 

 裏面をごらんいただきたい。要望事項の選択基準で、３点ある。１点目は、各区から

提出された優先順位第１位の要望を基本に、東京の特殊事情にかかわる部分が大きいも

のを優先的に選択すること。２点目、第２位以下の要望は、第１位と同趣旨のものがあ

れば、その内容も含め統合すること。３点目、第２位以下の要望でも、同趣旨のものが

複数区から提案されている要望は、選択に当たり考慮することと示されている。 

 ３枚目をごらんいただきたい。参考に、昨年度、杉並区からの要望についてである。

全て統合案として取り上げられたもので、２点ある。１点目が「保育待機児童解消に向

けた保育施策のさらなる充実を求める要望」、２点目は「ふるさと納税制度の見直しを

求める要望」を提出したところである。 

脇坂理事 ただいまの説明について、何かあるか。 

議長 昨年度の要望の答えというか、国とか都とかの返事がこの間の議長会で配られたの

で、またしかるべき形で皆さんにもお渡しするような形にするので、よろしくお願いす

る。 

脇坂理事 ほかに何かあるか。――それでは、ただいま説明のとおり、各会派からの要望

は、５月11日金曜日午後５時までに事務局へ提出をお願いする。提出された要望につい

て、５月18日金曜日の理事会から内容の調整を行っていきたいと思う。 

 

 《杉並区議会永年在職議員表彰について》 

脇坂理事 次に、杉並区議会永年在職議員表彰についてである。 

 杉並区議会では、杉並区議会永年在職議員表彰内規により、通算25年在職した議員に

対し、議会の議決により表彰を行っており、被表彰者には表彰状と記念品を贈呈してい

る。 

 議員の在職年数による表彰については、その在職年数により全国市議会議長会の表彰

制度があり、表彰制度が重複している状況を踏まえると、杉並区議会独自の表彰制度に

ついては、廃止をしてもよいのではないかと考えている。 

 この件について、何か意見があればお伺いをしたいと思うが、いかがか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

脇坂理事 それでは、この後の議会運営委員会でも議題とする。 
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 本日の日程は以上だが、ほかに何かあるか。――なければ、議会運営委員会理事会を

閉会する。 

（午前１０時１０分 閉会） 


